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（１）統計調査から見た現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）実態調査での現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久慈市空家等対策計画【概要版】 

 
■ 久慈市における人口と世帯総数の推移 

資料：総務省「国勢調査」 
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件数 358 324 194 162 97 62 58 80 51 26 29 27 5 1 1 

分類総数 
876 459 140 

59.4% 31.1% 9.5% 
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②修繕利用 ③要対応 ①利活用 

■ 空家の評価結果 

空家等現地調査結果より（平成 28 年度実施） 

人口は昭和 63年から年々減少していますが、世帯

総数は平成 15年がピークとなり、その後ほぼ横這い

となっています。この傾向より、各世帯構成人数の

減少、核家族化の進行が考えられます。 

平成 10 年時点で住宅総数は世帯総数を上回り、世

帯当たり住宅総数は年々増加しています。 

平成 25 年時点では 1.14 倍となり、住宅の供給過

多の状況が進行していることがわかります。 

平成 28 年度に実施した実態調査の結果では、

1,475 件が「空家である可能性が高い」という結果で

あり、市内に広く存在します。このうち９割以上の

空家は、そのまま若しくは修繕により利活用可能と

考えられますが、残り１割程度の空家については、

管理不全の状態が見られます。 

また、所有者アンケートから、築 35年を超えるも

のが７割、使用しなくなって「５年以上」が半数で

あり、今後の経年による老朽化等が懸念されます。 

■ 久慈市の住宅総数と世帯総数の推移 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」「国勢調査」 
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空家総数は、全国的な傾向と同様に増加傾向にあ

り、空家率もほぼ同じ傾向が見られます。 

また、空家総数が「住宅総数と世帯総数の差」に

肉薄していることから、住宅供給過多による中古住

宅市場の停滞が懸念されます。 

■ 空家の推移と「住宅総数と世帯総数の差」 

資料：総務省「住宅・土地統計調査」「国勢調査」 

1,340 1,360

1,750

2,010

2,520 2,510

-469 -474

327

850

1,698

1,942

10.7%
10.5%

12.4%

13.4%

15.9% 15.6%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

S63 H5 H10 H15 H20 H25

空き家総数（戸） 住宅総数と世帯総数の差（戸） 空き家率（戸）

１．久慈市の現状 

 

■ 空家の件数と分布 

空家等現地調査結果より（平成 28 年度実施） 

地区名 空家等件数 割合 

小久慈町 152 10.3% 

長内町 214 14.5% 

大川目町 109 7.4% 

夏井町 91 6.2% 

宇部町 191 12.9% 

侍浜町 101 6.8% 

山根町 35 2.4% 

山形町 115 7.8% 

久慈 467 31.7% 

合 計 1,475 100% 
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（１）対策計画の背景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象地区、計画期間等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．空家等対策に関する基本的な方針 

 

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等といった地域住民の生活環境に深刻な影

響を及ぼす要因となっており、平成 26 年 11 月 19 日、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下

「法」といいます。）が議員立法により成立し、同月 27日に公布され、翌平成 27年５月 26日から完

全施行されております。空家等対策計画は、法第６条の規定に基づき、国の基本指針に即し、空家等

に関する対策を総合的かつ計画的に実施するためのものとなります。 

本市では本計画策定に先立ち、空家等対策の策定並びに対策の実施にあたり、法に基づくほか、法

を補完する事項を盛り込んだ「空家等対策条例」（以下「条例」といいます。）を平成 29年 12 月に制

定しております。 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

 ◆空家等【法２条１項】【条例２条】 
建築物又はこれに附属する工作物であ

って居住その他の使用がなされていない
ことが常態であるもの及びその敷地（立木
その他の土地に定着する物を含む。）をい
う。ただし、国又は地方公共団体が所有し、
又は管理するものを除く。 

 ◆特定空家等【第２条第２項】 
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるお

それのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ
る状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景
観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図
るために放置することが不適切である状態にあると認め
られる空家等をいう。 

対 象 地 区：市内全域 

対象とする空家等の種類：【空 家 等】法第２条第１項及び条例第２条の規定による 

       【特定空家等】法第２条第２項の規定による 

計 画 期 間：令和４年度～令和８年度（2026 年度） 

 ○即時執行【条例第３条】(Ｈ30.4.1 施行) 
空家等が、市民の生命、身体又は財産に損害を

与え、又は与えるおそれがあると認める場合、か
つ緊急に措置を行う必要があると認めるときは、
その損害を予防、又は拡大を防ぐために必要な最
小限度の措置を行う。 

空家等対策条例（要旨抜粋） 

 ○空家等対策審議会【条例第４条～第 10 条】 
公平性、公正性を担保するための諮問機関として

設置し、次の事項について調査審議し、答申を行う。 
  ・空家等対策計画の作成及び変更 
  ・処分等の公平性 

○所有者等による適正管理の促進 

○空家等の利活用の促進 

 実態調査(外観調査)の結果、本市は豪雪や台風等による影響が比較的小さく、建物の状態が良い

ものが多く、空家等の９割以上はそのまま若しくは修繕によって利活用可能と推定しております。 

 ただし、高齢化の進展により、今後空家等の更なる増加が予測されることから、相談体制を構築

し、空家等の発生予防及び所有者等による適正管理又は利活用の促進に取組む必要があります。 

○管理不全による危険な空家等への措置 

 現時点で管理不全となる空家等については、法に基づき適切な措置を講じるとともに、緊急対応

が必要な場合には、条例に基づき、市が必要最小限の応急措置（即時執行）を講じることができる

ものといたします。 
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（４）空家等に対する措置の流れ（概略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

現地調査(一次：外観調査) 

改善依頼・情報提供【法 12 条】 

特定空家等判定 

助言・指導【法 14 条１項】 

命令【法 14 条３項】 

代執行【法 14 条９項】 

特
定
空
家
等 勧告【法 14 条２項】 

固定資産税の 
住宅用地特例を解除 

【法 15 条２項】 

所有者等調査（権利等詳細） 

空家等に関する苦情・相談 

所有者等調査（固定資産台帳・ 
水道情報等）【法９条、法 10 条】 

空家等に該当・緊急的に

応急措置が必要 

即時執行【条例３条】 

現地調査(二次調査) 

空
家
等 

特定空家等認定 
空
家
等
対
策
審
議
会
【
条
例
４
～
10
条
】 

■空家等対策検討会 

答申 

 

関係課 空家等に関係のある所掌内容等 

建設企画課 
（建築係) 

建物・部材等の老朽化 

生活環境課 
雑草・樹木の繁茂（隣地越境）、衛生害虫の 
発生、不法侵入等防犯上の危険性 

林業水産課 有害鳥獣等の生息 

消防防災課 火災等の危険性 

道路河川維持課 雑草・樹木の繁茂（道路越境） 

税務課 
勧告を受けた特定空家等に対する 
固定資産税の住宅用地特例の解除 

建設企画課 
（計画係〉 

空家等対策計画の策定、空家等の調査、空家等
及び特定空家等の判定、特定空家等に対する 
措置 

社会福祉課 高齢者の支援 

地域づくり振興課 移住・定住に関する事項、空き家バンク 

諮問 

諮問 

答申 
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（１）改善依頼・情報提供 

 

 

 

 

（２）適正管理及び利活用促進方策 
 

種別 施策 具体的な取り組み 

所有者等に 

よる空家等の

適切な管理の

促進に関する

事項 

空家等発生予防に 

関する施策 

＜所有者等への周知・啓発＞ 

○ 空家等発生予防啓発のパンフレット作成・配布 

○ 広報や市ホームページ等を利用した啓発活動 

○ 専門家等や関連団体と連携の上で相談会の実施 

所有者等自らによる 

適切な管理の促進 

○ 納税通知書を活用した適正管理の啓発 

○ 改善依頼の積極的活用 

○ 空家等管理に関わる情報提供、斡旋 

継続的な調査・把握 
近隣への影響度や管理不全の可能性があるものを優先的に、継続的な現

地調査により実態の把握に努める。 

地域との連携 
自治会や協定を結んだ地域事業者からの情報提供を受けて連携していく

ことや、地域での見守り実施の仕組み作りを検討。 

空家等及び 

除却した空家

等に係る跡地

の活用の促進

に関する事項 

空家等及び除却した 

空家等に係る跡地の 

活用の促進 

○ 「久慈市空き家バンク」への誘導と連携 

○ 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への有効活用 

○ 地域や公共利用を目的とした建物利用 

○ 跡地の有効活用（防災施設や子育て世代・移住誘致）の検討 

補助・支援事業の 

継続、充実の検討 

○ 住宅に関する補助・支援事業の継続、充実の検討（例：移住定住促進

事業費補助金、等） 

○ 仕事に関する補助・支援事業の継続、充実の検討（例：Ｋターン若者

雇用拡大奨励金交付事業、等） 
 
 
 

 

 
 

相談窓口の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．住民等からの空家等に関する相談への対応 

 

空家等の問題は多岐に渡ってお

り、どこに相談したら良いか分かり

難いことから、誰もが気軽に相談で

きる「空家等相談窓口」を開設し、

相談者が抱える多様な悩みの解決

に向けたサポートを行うとともに、

空家等の発生予防や適切な管理の

促進、利活用に関する情報提供に努

めます。 関係機関・団体 
住宅全般、法律・相続相談 
不動産、融資、税金 

空家等相談窓口 
（建設企画課） 

各相談窓口 
（関係各課） 

紹介 

相談者 

相互連携・ 
情報共有 
 

紹介 
情報提供 

 
地域の専門家や団体 

 

＜お問い合わせ先＞ 久慈市 建設部 建設企画課 

〒028-8030 岩手県久慈市川崎町 1 番 1 号 

TEL：0194-52-2120 FAX：0194-52-3653 
久慈市 

 

管理不全の状態（若しくは、そのおそれがある状態）であるものに対し、所有者等が自ら改善するよ

う促すとともに、利活用等の情報提供を行うことにより、管理不全の解消や空家等の利活用の促進に

努めてまいります。 

３．所有者等による適正管理の促進・空家等の利活用の促進 

 


